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:i報 ij北
海
道
大
学
法
学
会
記
事

。
一
九
九
九
年
一
一
月
五
日
(
金
)
午
後
二
時
半
よ
り

「
ボ
ワ
ソ
ナ

l
ド
既
判
力
理
論
の
現
代
的
意
義
」

報
告
者

出
席
者

岡

庭

幹三
O
名

我
が
国
の
民
事
訴
訟
法
理
論
は
、
母
法
で
あ
る
ド
イ
ツ
法
の
圧
倒
的
な

影
響
の
下
に
発
展
し
て
き
た
。
し
か
し
、
「
既
判
力
」
に
関
し
て
は
、
当

初
は
旧
民
法
証
拠
編
(
第
七
六
条
以
下
)
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ

て
、
単
純
に
ド
イ
ツ
法
を
継
受
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
報
告
は
、

我
が
国
の
既
判
力
制
度
の
礎
を
築
い
た
ボ
ワ
ソ
ナ

l
ド
の
理
論
を
紹
介
し
、

し
か
も
そ
の
思
考
枠
組
み
が
現
在
の
民
事
訴
訟
法
理
論
に
と
っ
て
も
依
然

と
し
て
・
有
用
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

司

ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
の
既
判
力
理
論
の
骨
子
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
同
一

の
争
い
が
際
限
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
既
判
事
項

を
真
理
と
み
な
す
必
要
が
あ
る
。
既
判
事
項
は
、
当
事
者
・
目
的
・
原
因

の
三
つ
を
同
じ
く
す
る
後
訴
に
お
い
て
、
覆
し
得
な
い
証
拠
と
し
て
作
用

す
る
。
そ
の
際
、
証
拠
と
な
る
の
は
、
前
訴
判
決
の
主
文
の
み
な
ら
ず
、

直
接
関
連
的
か
つ
決
定
的
な
判
決
理
由
も
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
ボ
ワ
ソ
ナ
ー

ド
は
判
決
理
由
中
の
判
断
に
も
既
判
力
を
付
与
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
た

の
で
あ
る
。

我
が
立
法
者
は
、
こ
の
提
案
を
大
幅
に
修
正
し
た
(
証
拠
編
第
七
七
条

参
照
)
と
は
い
え
、
そ
の
こ
と
は
判
決
理
由
中
の
判
断
の
既
判
力
を
完
全

に
否
定
し
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
一
旦
は
「
既
判
力
ハ
判
決

主
文
ノ
ミ
ニ
存
ス
」
と
さ
れ
た
案
を
元
老
院
に
お
け
る
審
議
で
「
既
判
力

ハ
判
決
主
丈
一
一
包
含
ス
ル
モ
ノ
ニ
存
ス
」
と
修
正
し
て
既
判
力
の
範
囲
を

拡
張
し
て
い
る
し
、
証
拠
編
第
八
五
条
但
書
で
は
「
真
実
」
に
既
判
力
が

生
じ
る
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

他
方
、
明
治
二
三
年
民
事
訴
訟
法
第
二
四
四
条
の
「
判
決
ハ
其
主
文
ニ

包
含
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
確
定
力
ヲ
有
ス
」
と
の
規
定
は
、
元
老
院
審
議
段

階
で
、
一
日
一
「
主
文
ニ
掲
ケ
タ
ル
モ
ノ
」
と
修
正
さ
れ
た
も
の
の
、
再
び

「
包
含
ス
ル
モ
ノ
」
に
一
反
さ
れ
て
で
き
た
よ
う
で
あ
る
(
公
文
類
緊
第
一

四
編
・
巻
之
九
O
参
照
)
。
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こ
う
し
た
経
緯
に
鑑
み
る
と
、
明
治
二
三
年
法
の
立
法
者
は
既
判
力
の

範
囲
を
主
文
の
み
な
ら
ず
、
主
文
に
「
包
含
ス
ル
モ
ノ
」
に
も
拡
張
し
た

も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
「
包
含
ス
ル
モ
ノ
」
と
い
う
文

言
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
ボ
ワ
ソ
ナ

l
ド
の
言

、
っ
「
直
接
関
連
的
か
つ
決
定
的
な
」
判
決
理
由
と
い
う
意
味
を
そ
こ
に
読

み
込
む
こ
と
が
十
分
に
可
能
な
条
文
と
な
っ
た
。

な
お
、
民
法
の
「
既
判
力
」
と
民
訴
法
の
「
確
定
力
」
と
の
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
資
料
は
い
ま
だ
見
出
せ
な
い
が
、
前
者
は

z
E
z
gコ
円
肺
門

W

E

n
-
5
8
』ロな
0
2

に
、
後
者
は
な
叫
。
『
n
E
H伺
円
吉
田
白
』

E
な
刊
ョ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
由
来

す
る
概
念
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

旧
民
法
典
は
そ
の
後
い
わ
ゆ
る
法
典
論
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
結
局
施
行

さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
大
正
一
五
年
の
民
事
訴
訟
法
改
正
に
お
い
て
、

民
訴
法
の
「
確
定
力
」
が
「
既
判
力
」
に
改
め
ら
れ
、
既
判
力
概
念
が
実

定
法
的
基
礎
を
持
っ
た
。
こ
の
際
に
も
「
主
文
ニ
包
含
ス
ル
モ
ノ
」
と
の

文
言
は
維
持
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

現
代
理
論
の
見
地
か
ら
ポ
ワ
ソ
ナ
l
ド
理
論
を
見
る
と
き
、
争
点
効
理

論
と
の
共
通
性
が
見
出
さ
れ
よ
う
。
判
決
理
由
中
の
判
断
に
拘
束
力
を
認

め
る
と
い
っ
て
も
、
判
決
の
結
論
に
直
結
す
る
理
由
に
限
定
す
れ
ば
、
濫

上
訴
の
お
そ
れ
は
な
く
な
る
。
ま
た
、
ボ
ワ
ソ
ナ

l
ド
理
論
は
目
的
お
よ

び
原
因
の
同
一
性
を
要
求
し
、
争
点
効
理
論
は
係
争
利
益
の
同
一
性
を
要

利I

求
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
前
訴
と
後
訴
の
聞
に
一
定
の
関
連
性
の
あ

る
場
合
に
限
っ
て
拘
束
力
の
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
相
対
的
に
事
実
を
争
っ

て
い
る
当
事
者
に
と
っ
て
も
不
意
打
ち
と
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
二
重
の
限
定
を
加
え
た
上
で
判
決
理
由
中
の
判
断
に
拘
束
力
を
認

め
る
こ
と
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
立
法
に
よ
っ
て
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い

と
解
さ
れ
る
。
な
お
、
最
高
裁
の
判
例
は
争
点
効
理
論
を
否
定
し
た
と
言

わ
れ
て
い
る
が
、
当
該
事
案
に
着
目
す
れ
ば
、
争
点
効
理
論
か
ら
も
、
係

争
利
益
が
同
一
で
な
か
っ
た
事
例
と
評
価
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

裁
判
例
は
実
際
上
妥
当
な
結
論
を
得
る
た
め
に
信
義
則
を
多
用
し
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
基
準
が
不
明
篠
で
あ
る
し
、
理
論
的
に

見
て
も
、
矛
盾
挙
動
や
長
い
時
間
の
経
過
と
い
っ
た
要
素
が
無
い
事
例
で

何
故
信
義
則
違
反
と
言
え
る
の
か
、
十
分
に
は
説
明
で
き
な
い
。
ボ
ワ
ソ

ナ
l
ド
理
論
を
手
が
か
り
と
し
て
、
既
判
力
に
よ
る
解
決
を
模
索
し
て
ゆ

く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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O
一
九
九
九
年
一
一
月
一
一
日
(
木
)
午
後
二
時
半
よ
り

「
E
U
に
お
け
る
憲
法
民
主
主
義
・
正
当
性
」

報
告
者

J
-
H
・
H
-
ワ
イ
ラ
l

(
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
)



出
席
者

本
報
告
の
内
容
は
本
号
に
論
説
と
し
て
掲
載
し
た
。

二
七
名

O
一
九
九
九
年
一
一
月
二
六
日
(
金
)
午
後
二
時
半
よ
り

「
毛
沢
東
と
郡
小
平
の
国
家
統
治
戦
略
と
法
制
思
想
の
比
較
研
究
」

報

告

者

郭

道

通

訳

鈴

木
(
中
国
法
学
会
教
授
)

出

席

者

二

六

名

本
報
告
の
内
容
は
本
誌
五
一
巻
一
一
一
号
に
「
論
説
」
と
し
て
掲
載
予
定
で

糸
町
守
心
。

O
一
九
九
九
年
一
二
月
一

O
日
(
金
)
午
後
二
時
よ
り

「
政
策
形
成
に
財
政
投
融
資
の
制
度
改
革
が
与
え
る
影
響
」

報

告

者

宮

脇

出
席
者

四
名

法学会記事

園
、
地
方
自
治
体
を
問
わ
ず
、
財
政
危
機
へ
の
対
応
が
喫
緊
の
課
題
と

な
っ
て
い
る
。
今
回
の
財
政
危
機
に
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
か
直
面
し
た
危

機
と
は
異
な
り
、
「
財
政
資
金
の
質
的
変
化
」
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、

障

閉
鎖
的
金
融
市
場
、
財
政
主
導
型
金
融
か
ら
オ
ー
プ
ン
型
金
融
市
場
、
金

融
主
導
型
財
政
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。

財
政
資
金
の
質
的
変
化
に
対
し
て
も
っ
と
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
の

が
、
二

O
O
一
年
四
月
に
予
定
さ
れ
る
財
政
投
融
資
制
度
の
改
革
で
あ
る
。

財
政
投
融
資
の
制
度
的
改
革
は
、
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
第
二

O
条

(
財
務
省
の
編
成
方
針
)
第
二
項
(
財
政
投
融
資
の
抜
本
的
改
革
)
に
基

づ
き
、
二

O
O
O
年
一
月
に
召
集
さ
れ
る
通
常
国
会
に
改
正
法
案
(
資
金

運
用
部
資
金
法
、
郵
便
貯
金
法
等
関
係
法
令
の
改
正
)
)
が
提
出
さ
れ
る
。

な
ぜ
、
財
政
資
金
の
質
的
変
化
が
戦
後
財
政
制
度
を
変
革
す
る
要
因
と
な

る
の
か
。
そ
れ
は
、
財
政
資
金
の
質
的
変
化
が
こ
れ
ま
で
の
官
僚
テ
ク
ノ

ク
ラ
ー
ト
と
民
主
主
義
政
治
問
の
既
存
依
存
関
係
を
変
え
、
政
策
形
成
に

変
化
を
及
ぼ
す
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
財
政
投
融
資
制
度
は
、
そ
の
資
金

量
を
背
景
に
七
0
年
代
以
降
日
本
の
政
策
形
成
に
お
け
る
官
僚
と
政
治
の

妥
協
関
係
を
補
完
す
る
役
割
を
強
め
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
官
僚
の
長

期
的
視
野
と
政
治
の
短
期
的
視
野
を
調
整
す
る
政
策
展
開
へ
の
資
金
供
給

を
可
能
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
財
政
資
金
の
質
が
金
融
改
革
の
中
で
市

場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
多
く
取
り
込
む
段
階
を
迎
え
、
従
来
の
官
僚
と
政
治
を

補
完
す
る
役
割
か
ら
官
僚
と
政
治
の
緊
張
関
係
を
生
み
出
す
存
在
に
変
化

す
る
。

北法51(1・317)317

賢浮

旧
財
政
投
融
資
制
度
で
は
郵
便
貯
金
の
資
金
が
法
的
な
義
務
と
し
て
資



報

金
運
用
部
に
預
託
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
新
制
度
で
は
こ
の
郵
便
貯

金
の
預
託
義
務
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
郵
便
貯
金
は
、
集
め
た
資
金
を
自

ら
の
責
任
で
市
場
に
運
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
新
財
政
投
融

資
制
度
で
は
財
投
債
等
の
債
券
を
発
行
し
、
市
場
よ
り
資
金
を
調
達
す
る

形
で
特
殊
法
人
等
へ
運
用
す
る
資
金
を
調
達
す
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、

政
策
を
支
え
る
財
政
投
融
資
資
金
の
性
格
を
、
受
動
性
か
ら
能
動
性
、
固

定
性
か
ら
変
動
性
、
長
期
性
か
ら
中
期
性
へ
と
変
化
さ
せ
、
政
策
形
成
の

性
格
自
身
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。

財
政
投
融
資
が
二

O
O
一
年
度
の
新
制
度
ス
タ
ー
ト
に
よ
っ
て
、
旧
財

政
投
融
資
か
ら
新
財
投
に
全
て
入
れ
替
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
三
五
年
間

を
か
け
て
最
終
的
に
旧
財
政
投
融
資
と
の
質
的
世
代
交
代
が
進
む
予
定
と

な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
暫
く
の
問
、
新
旧
制
度
が
並
存
す
る
形
と
な

り
、
旧
財
政
投
融
資
か
ら
新
財
政
投
融
資
へ
と
徐
々
に
資
金
の
流
れ
が
移

行
し
世
代
交
代
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
央

省
庁
等
改
革
基
本
法
第
二

O
条
第
二
項
(
激
変
緩
和
措
置
)
に
定
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
既
存
融
資
へ
の
配
慮
や
市
場
へ
の
影
響
の
緩
和
な
ど
が

大
き
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
財
政
投
融
資
機
関
へ
の
最
長
の
融
資
期
間

は
三
五
年
間
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
へ
の
配
慮
や
新
た
な
債
券
で
あ
る
財

投
債
等
の
大
量
発
行
が
市
場
の
撹
乱
要
因
と
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る

も
の
で
あ
る
。
四
O
O
兆
円
を
上
回
る
財
政
投
融
資
資
金
は
、
こ
れ
ま
で

雑

そ
の
殆
ど
が
市
場
か
ら
実
質
的
に
隔
離
さ
れ
る
状
況
で
入
口
の
郵
便
貯
金

か
ら
出
口
の
財
政
投
融
資
機
関
へ
と
流
れ
て
い
た
。
新
財
政
投
融
資
制
度

は
、
そ
の
入
口
段
階
に
市
場
原
理
を
直
接
的
に
介
在
さ
せ
る
制
度
で
あ
り
、

経
過
措
置
な
し
で
は
巨
額
の
新
た
な
資
金
が
市
場
に
流
入
し
市
場
の
需
給

関
係
を
撹
乱
さ
せ
る
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
へ
の
配
慮
等
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
財
投
債
の
一
定
割
合
を
郵
便
貯
金
へ
別
枠
で
引
き
受

け
て
も
ら
う
制
度
を
残
す
方
法
で
あ
る
。
そ
の
別
枠
の
額
を
暫
時
低
減
さ

せ
て
い
く
こ
と
で
、
最
終
的
実
質
的
に
三
五
年
後
に
全
て
が
新
制
度
に
移

北法51(1-318)318 

行
す
る
。

新
財
政
投
融
資
制
度
は
資
金
の
質
的
変
化
等
に
よ
り
、
官
僚
と
政
治
の

周
の
妥
協
的
政
策
支
援
に
よ
る
緊
張
緩
和
的
機
能
か
ら
緊
張
負
荷
の
機
能

を
強
め
る
方
向
に
作
用
し
、
政
策
形
成
の
質
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
、
旧
財
政
投
融
資
的
性
格
の
資
金
の
残
存
は
、
官

僚
と
政
治
聞
の
政
策
形
成
の
妥
協
的
性
格
を
温
存
さ
せ
、
長
期
的
政
策
の

短
期
的
帰
着
を
強
め
る
危
険
性
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
、

行
財
政
並
び
に
官
民
関
係
の
旧
体
質
を
温
存
さ
せ
る
結
果
と
な
れ
ば
、
そ

の
影
響
は
大
き
い
。
財
政
投
融
資
の
制
度
改
革
が
国
や
地
方
自
治
体
の
政

策
形
成
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
る
か
制
度
運
用
の
面
も
含
め
充
分
向
同
意

す
る
必
要
が
あ
る
。


